
【補足資料 1 】

福祉・介護職員等処遇改善加算
取得らくらくマニュアル

1

福祉・介護職員等処遇改善加算 取得要件

令和６年度

令和7年度
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令和7年度 職場環境等要件
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キャリアパス要件

キャリアパス要件Ⅲとは？

「昇給の仕組み」を作ることで、「こういう場合に昇給する」という明確
なルールを決めます。方法は、次の３つのうち、どれか１つを選びます。

① 「勤続年数」や「経験年数」に応じて昇給する（毎年、昇給する）
② 「資格」に応じて昇給する（資格手当を新設する）
③ 「評価結果」に基づいて昇給する（評価基準を作って評価を
 実施する）

もっとも負担が少なく取組みやすいのは、②の「資格に応じて昇給」する

仕組みです。資格手当を新設して、資格をもつ職員に毎月手当を支給しま

す。（介護福祉士の上位の資格を設定しておくことが要件になっていま

す）事業所として、職員に取得してほしい資格に手当をつけるようにする

ことで、職員の資格取得のモチベーションも上がります。

※キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは計画書提出を行った後、
令和６年度中に整備することが必要です。

キャリアパス要件Ⅱとは？

① 研修目標を決めて、計画を立てて研修を実施します。

② 次のいずれかを実施します。

・計画に沿って研修を実施してその評価を行う。
・資格取得のための支援をする（経費補助、シフトの調整など）

キャリアパス要件Ⅰとは？

いわゆるキャリアパス表を作成します。職員を３～５程度の階層に分け、

それぞれの職務内容、任用の要件、賃金額（目安）を整理して表にまとめ

ます
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キャリアパス表 例１

キャリアパス表 例１

キャリアパス表 例2
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